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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第562号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に
より、指定医療機関を次のとおり指定した。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

告　　　　　示

○生活保護法に基づく指定医療機関の指定
　 （地域福祉推進課）  825
○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止
　 （　　　〃　　　）  826
○生活保護法に基づく指定医療機関の再開
　 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止
　 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定介護機関の辞退
　 （　　　〃　　　）  827
○生活保護法に基づく指定施術機関の指定
　 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定施術機関の変更
　 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の指定　 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の廃止　 （　　　〃　　　）  828
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の再開　 （　　　〃　　　）   〃

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定介護機関の廃止　 （地域福祉推進課）  828
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定介護機関の辞退　 （　　　〃　　　）  829
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定施術機関の指定　 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定施術機関の変更　 （　　　〃　　　）   〃
○保安林の指定　 （丹後広域振興局）  830
○保安林の指定解除予定の通知　 （南丹広域振興局）   〃

公　　　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づく変更の届
出　 （山城広域振興局）   〃
○林地開発行為に係る事業計画書の縦覧　 
 （　　　〃　　　）  831
○建築士の免許の取消し　 （建築指導課）  832

公 安 委 員 会

○落札者の決定　   〃
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京都府告示第564号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から再開の届出が
あった。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第563号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から廃止の届出が
あった。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第565号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり
指定介護機関から廃止の届出があった。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第569号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指
定した。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第567号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の
規定により、指定施術機関を次のとおり指定した。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第568号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に
おいて準用する同法第50条の２の規定により、次のとお
り指定施術機関から変更の届出があった。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第566号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第51条第１項の規定により、次のとお
り指定介護機関から辞退の届出があった。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第571号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から再開の届出があった。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第570号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から廃止の届出があった。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第572号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から廃止の届出があった。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第２項において準用する同法第50条の２の規
定により、次のとおり指定施術機関から変更の届出が
あった。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第574号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第１項の規定により、指定施術機関を次のと
おり指定した。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第575号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

京都府告示第573号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第５項において準用する同法第51条第１項の規定により、次のとおり指定介護機関から辞退の届出があった。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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て縦覧に供する。なお、京丹後市役所においてその図面
及び関係書類を閲覧することができる。）

京都府告示第577号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、
次のとおり保安林の指定を解除する予定である旨農林水
産大臣から通知があった。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　解除予定保安林の所在場所
　　南丹市園部町竹井郡豆14の20
２　指定された目的
　　土砂の流出の防備
３　解除の理由
　　道路用地とするため

　公　　　　告　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定による変更の届出があったので、その届出
書及び添付書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置している者がその周
辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい
て意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模
小売店舗立地法施行細則（平成12年京都府規則第38号）
第８条第１項に規定する書面を添えて、意見書を提出す
ることができる。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　届出事項の概要
　⑴　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　みずほ信託銀行株式会社
　　　東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
　　　代表取締役　笹田　賢一
　⑵　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　МＥＧＡドン・キホーテ宇治店
　　　宇治市伊勢田町浮面59番ほか
　⑶　変更の内容

京都府告示第576号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の
規定により、次のとおり保安林の指定をする。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　保安林の所在場所
　　京丹後市峰山町鱒留小字寺谷40から45まで、45の１
から45の５まで、46の１、46の２、47、47の乙、48
から50まで、50の１、50の３、50の４、51、10002、
10003、10003の１、10004から10010まで
２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　小字寺谷45・49・50・50の３・10010（以上５

筆について次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を

定めない。
　　ウ　主伐に係る伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹
種

　　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図
面及び関係書類を京都府丹後広域振興局農林商工部森づ
くり振興課及び京都府農林水産部森の保全推進課におい
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　⑵　林地開発行為が土石の採掘である場合の全体の計
画期間

　　　令和７年４月９日から令和19年１月31日まで
６　生活環境に影響が生じるおそれの有無
　　有
７　生活環境に影響が生じるおそれの種類、おそれがあ
る範囲及びおそれを減じるための措置

おそれの種類 おそれがある範囲 おそれを減じるための
措置

周辺道路の汚れ
の発生

　綴喜郡宇治田原町大
字立川・荒木地内の一
部に存する範囲（次の
図のとおり）

　場内の車両出入口に
タイヤ洗浄機を設置
し、運搬車両の汚れを
除去する。

交通量の増加 〃 　場内出入口、交差点
に交通誘導員を配置す
る。
　場内出入口から国道
307号までの間の交通
については、時速30㎞
以下とする。
　通勤、通学時間帯の
交通混雑及び事故発生
を避けるため、車両の
出入時間は午前９時か
ら午後４時までとする。

粉じんの発生 〃 　粉じんの発生や飛散
を防止するため、散水
を行う。

濁水の発生 〃 　場内排水を沈砂容量
を確保した防災池に集
水し、泥分を沈下させ
た後に場外に排水する。

河川水量の増加 〃 　場内排水を防災池に
集水し、好天時に場外
に排水する。

騒音の発生 〃 　緩衝帯として、区域
外周部に残置森林を設
ける。
　低騒音、低振動型重
機を使用する。

８　縦覧場所
　⑴　京都府山城広域振興局農林商工部森づくり振興課
　　　宇治市宇治若森７の６
　⑵　京都府農林水産部森の保全推進課
　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　⑶　宇治田原町建設環境課
　　　綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18番１
　⑷　有限会社二和産業
　　　綴喜郡井手町大字多賀小字上ノ浜20番地

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗におい
て小売業を
行う者の氏
名又は名称
及び住所並
びに法人に
あっては代
表者の氏名

株式会社ド
ン・キホー
テ
東京都目黒
区青葉台二
丁目19番10
号
代表取締役
吉田　直樹

株式会社ド
ン・キホー
テ
東京都目黒
区青葉台二
丁目19番10
号
代表取締役
鈴木　康介

令
 7. 9.26 小売業を行う

者の代表者の
変更のため

２　届出年月日
　　令和７年11月６日
３　縦覧場所
　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
４　縦覧期間
　　令和７年11月25日から令和８年３月25日まで
５　意見書の提出先
　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課

　京都府林地開発行為の手続に関する条例（平成23年京
都府条例第25号）第３条の規定により、林地開発行為に
係る事業計画書の提出があったので、その写しを次のと
おり縦覧に供する。
　なお、事業計画書の内容について生活環境の保全の見
地から意見を有する地域住民等は、意見書を知事に提出
することができる。

　令和７年11月25日
　京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　林地開発行為をしようとする者の名称、代表者の氏
名及び主たる事務所の所在地
　　有限会社二和産業
　　取締役　八木　昌司
　　綴喜郡井手町大字多賀小字上ノ浜20番地
２　林地開発行為の目的
　　土石の採掘（砂利）
３　林地開発行為をしようとする区域
　　綴喜郡宇治田原町大字荒木小字平山12番１ほか（次
の図のとおり）
４　林地開発行為をしようとする区域の面積
　　7.7ヘクタール
５　期間
　⑴　林地開発行為を行う期間
　　　令和８年４月９日から令和11年４月８日まで
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５　落札金額
　　588,244,800円
６　契約の方法
　　一般競争入札
７　入札公告日
　　令和７年８月８日

９　縦覧期間
　　令和７年11月25日（火）から令和７年12月24日（水）
まで
10　意見書の提出期間及び提出先
　⑴　提出期間
　　　令和７年11月25日（火）から令和７年12月24日（水）
まで

　⑵　提出先
　　　〒611-0021　宇治市宇治若森７の６
　　　京都府山城広域振興局農林商工部森づくり振興課
　（「次の図」は、省略し、その図面を８の縦覧場所に
おいて縦覧に供する。）

　建築士法（昭和25年法律第202号）第９条第１項の規
定により、次のとおり建築士の免許を取り消した。

　令和７年11月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

取消年月日 氏　名 免許の別 登録番号 取消理由

令　　　
 7.11.14 片山　義朗 二級建築士 第16873号 第２号該当

〃 〃 木造建築士 第1578号 〃

公　安　委　員　会

京都府警察本部告示第127号

　落札者を次のとおり決定した。

　　令和７年11月25日
京都府警察本部長　吉　越　　清　人　　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量
　　拠点及び交番等ネットワーク回線提供業務　一式
２　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　　京都府警察本部総務部会計課
　　京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地３
３　落札者を決定した日
　　令和７年９月19日
４　落札者の名称及び所在地
　　株式会社オプテージ
　　大阪市中央区城見二丁目１番５号
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